
１．件名：「新規制基準適合性審査に関する事業者ヒアリング（高浜発電所１号機及び２

号機 設計及び工事計画認可申請（使用済燃料ピット用中性子吸収体の廃止

等）【９】）」 

２．日時：令和５年６月７日（水）１４時３０分～１６時００分 

３．場所：原子力規制庁 ９階Ａ会議室 

４．出席者：（※・・TV会議システムによる出席） 

原子力規制庁： 

（新基準適合性審査チーム） 

奥企画調査官、中川上席安全審査官、鈴木主任安全審査官 

技術基盤グループ システム安全研究部門 

山本技術研究調査官 

 

関西電力株式会社： 

原子力事業本部原子力発電部門燃料保全グループ チーフマネジャー※ 

                            他５名※ 

 

５．自動文字起こし結果 

  別紙のとおり 

  ※音声認識ソフトによる自動文字起こし結果をそのまま掲載しています。 

   発言者による確認はしていません。 

 

６．その他 

提出資料： 

・資料 1  高浜発電所１号機及び２号機 設計及び工事計画認可申請の概要（１、

２号機 使用済燃料ピットの未臨界性評価変更）【審査会合における指

摘事項の回答】 

・資料 2  高浜発電所１，２号機 使用済燃料ピットの未臨界性評価の変更に係る

設計及び工事計画認可申請 補足説明資料 

・資料 2-1 申請書記載内容に関する補足説明 

・資料 2-2 SFP 水位低下時における不確定性に関する補足説明 

・資料 3  設計及び工事計画認可申請【高浜発電所第１、２号機使用済燃料ピット

の未臨界性評価の変更】コメント整理表 

 

以上 
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別紙 

時間 自動文字起こし結果 

0:00:01 原子炉規制庁鈴木です。本日は高浜 12 

0:00:06 中済み燃料ピットを、の設工認のヒアリングを行います。資料は事前

に、 

0:00:15 提出いただいてまして、まず資料 1 のパワーポイント。 

0:00:23 資料 2 の補足説明資料を、 

0:00:28 資料 2－1 の 

0:00:30 申請記載内容に関する補足説明資料 2－2 の、 

0:00:36 ＳＦＰスイテイカジにおける不確定性に関する補足説明。 

0:00:41 それから資料 3 の、 

0:00:45 コメント整理表以上かと思いますけれども、 

0:00:50 関西電力の方から、特段説明しておきたいということがなければこちら

目を通しておりますので、 

0:00:58 確認から入りたいと思いますけど、進め方はそれでよろしいですか。 

0:01:05 関西電力の福原です。すいませんちょっと事前に資料をご確認いただ

いたということなんですけども、今日お出しした資料ですね少しちょっと

動きがありましたのでそこだけちょっと今、事前に口頭で、 

0:01:20 訂正させていただいてもよろしいですか。 

0:01:23 八代規制庁スズキです。はい。続けてください。 

0:01:27 はい。単体電力のヒラノ－でございます。 

0:01:30 東邦キーがあった場所に関してご説明させていただきます。 

0:01:34 資料番号の 2－2 の甲斐の 4、 

0:01:39 のページ番号 5 ページ目、ご確認ください。 

0:01:48 背弧チラーの第 1 として臨界実験ベンチマーク体系と取り扱いというこ

とで、各臨界実験ごとのケース数について整理させていただいているん

ですけども、 

0:02:00 こちらの係数の部分を、ウラン燃料に関するＭＯＸ燃料に関するってい

う意味がない、ごめんなさい。はい。 

0:02:12 申し訳ございません。定数の部分が、一応、 

0:02:17 誤っておりまして、こちらのパワーポイントの計数が正しいものとなって

おります。 

0:02:27 続きましてですけども、 

0:02:29 同一の資料資料 2－2 の 29 ページ目でございます。 

0:02:35 今回資料 2－2 の後半の方に対して、 
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0:02:38 の方で、今回実施しておりますアノ臨界実験ベンチマークの方結果をす

べて記載させていただいております。 

0:02:45 一方でですねこちら資料 27 ページ目と資料 29 ページ目のイトウベンチ

マークの詳細体系が同一のものが記載されておりますけども、 

0:02:56 それと 29 ページ目の方が動きでございますので、そのすべてを修正さ

せていただく。 

0:03:02 状態で衛藤、再度資料の方を提出させていただきたいと考えておりま

す。 

0:03:09 以上で沖野部分に関しましては 5 等説明は、 

0:03:13 すべてでございますけども、最後に今回のケース数をすべて足し合わ

せたとしてもですねこちらの 

0:03:20 第 1 表に記載されておりますベンチマーク係数にはありませんけども、

今回塩素を含む体系に関しましては今回の評価体系と主ではございま

せんのでベンチマークの初代体系から抜かせていただきました。 

0:03:35 ただですね資料の、 

0:03:41 第 3 編の機会がございます。 

0:03:47 ページ目。 

0:03:48 資料 8 ページ目の大環境に期待がございますフェイ水密度の部位のう

ち、 

0:03:54 こちらの記載されておりますケース数、 

0:03:57 とは別に今回の評価体系として臨界実験別置マークを行っているもの

がございますのでこちらの方を加えさせていただいてる形で資料のほう

に整理させていただいたと考えております。 

0:04:10 まず資料の訂正に関しましては以上でございます。 

0:04:19 規制庁鈴木です。 

0:04:22 資料 2－2 の、 

0:04:25 5 ページ目の、 

0:04:28 下から 3 行目のところ、ケース数だけじゃなくって、 

0:04:34 ＦＰを含むウラン燃料の丸印も抜けてるんですね。 

0:04:46 違う。はい。はい。関西電力の福原です。 

0:04:51 今の説明もう一遍ちょっと説明させていただきますと、 

0:04:59 それがそうなんです。 

0:05:00 うん。 

0:05:01 はい。関西電力の平野でございます。今の鈴木さんがおっしゃられてる

通り上下から三つ目の量の計算コードの妥当性評価というところのＦＰ
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を含むウラン燃料の対応、こちらについても 0 が含まれるものでござい

ます。 

0:05:17 大変申し訳ございません。 

0:05:19 はい、原子力規制庁スズキです。了解しましたそれから、 

0:05:49 同じ資料の 29 ページはなしってことですか。 

0:06:00 艦隊電力のヒラノでございます。29 ページ目は、なしでございまして、こ

ちらの方に 30 ページ目に記載されております。ベンチマークの詳細体

系こちらをきちんと入れたものに、 

0:06:12 2 セットを修正させていただきたいと考えて、 

0:06:19 あと、補足させていただきますと、今の 29 ページ目に書かれている詳

細体系というものは 

0:06:25 もう一つ前のページ、資料 28 ページ目の詳細体系でございまして、サ

クライに関しましてはすでに 27 ページ目の方に記載させていただいて

おりますので、送付しておりまして 

0:06:37 と貼り付けのミスということになっております 

0:06:43 規制庁鈴木です。 

0:06:47 25 ページ目からいきますけど、25 ページと 26 ページがワンセット。 

0:06:54 27 ページ 28 ページがワンセットで、29 ページ。 

0:07:02 と 30 ページがワンセットのはずが 29 ページの記載が間違ってて表が、 

0:07:08 差し変わる。 

0:07:10 で、 

0:07:12 31 と 32 はワンセット 3334 がワンセット。 

0:07:18 と。 

0:07:19 3536 がワンセット。 

0:07:22 と、3738 ん違うな。 

0:07:27 373839 がワンセット、こういうような形になるってことですね。 

0:07:36 関西電力の平でございます。その通りでございます。 

0:07:59 規制庁数欠Ａ棟、 

0:08:02 さっき＋29 ページの 30 ページのワンセットって言っている。これは、 

0:08:16 はい、関西電力の日野でございます。5 ページ目ぐらいの、ごめんなさ

い、5 ページ目でいうと、 

0:08:30 ウラン燃料の、 

0:08:37 その他とかに入るってことですか。 

0:08:42 はい。関西電力の平尾でございます。その通りでございます。わかりが

明瞭の、 
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0:08:47 はい。規制庁鈴木です。意味合いはよくわかりました。 

0:08:53 それともう 1 個言っていた。 

0:09:04 もう一つは何ページ目って言ってましたっけ。 

0:09:08 関西電力の平野でございます。再度、 

0:09:12 ご説明させていただきますと、今回の 

0:09:17 20、 

0:09:19 9 ページ等です。お示ししましたあとベンチマークの詳細体系の回復係

数に関してと本資料 2、登場してくるケース数をすべてたとしても、こちら

の表 5 の合計の提出には、 

0:09:34 ちょっと足りないものとなっております。 

0:09:37 これにつきまして補足をさせていただきますと、今回まず円筒を評価す

るということをやめましたので、体系が抜けましたので塩素を含む体系

に関しましては、おりません。 

0:09:50 ただですね 

0:09:53 8 ページ目の 

0:09:55 ですね、檀三瓶様、第 4 

0:09:59 4、うん。 

0:10:02 ＪＦＥシステムズでの評価というものを示しておりますけども、そちらの中

でお示ししていない。 

0:10:10 一方で衛藤。 

0:10:12 一番臨界実験の番号としては同一のものがございますので、そちらに

ついてちょっと記載が漏れておりましたので、そちら圧倒。 

0:10:22 生物を追化する必要がございます。 

0:10:43 規制庁スズキＳＡと今言われたのは、 

0:10:47 15 ページ 

0:10:49 第 4 表の、 

0:10:52 臨界実験の体験に対応する。 

0:10:58 表がないってこと言われたんですか。 

0:11:03 関西電力の佐野でございます。 

0:11:05 堀でございまして、 

0:11:07 15 ページの表でいきますと右から 2 番目の体系の臨界実験でございま

すね。 

0:11:14 こちらについては、次の、 

0:11:17 便利。 

0:11:19 ちょっと前のページで、 
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0:11:20 ケース数の方、 

0:11:24 すべて順番が逆になってますけど、一番左の体系ですね。 

0:11:29 申し訳ございませんと 14 ページの表、第 4 表でご説明させていただき

ますと、 

0:11:34 こちらの中の一番左の体系ですね、こちらの下側 2 番目に、解析ケー

スと実験ケースがございますけども、 

0:11:42 ＦＰケースはこちら水密度で臨界実験のみを抜粋してきたものでござい

まして、こちらに書かれてない係数が、今回臨界実験ベンチマークとし

て実施しているものがございます。 

0:11:56 こちらの計画、 

0:11:59 今回、玄海原発等、フェーズⅡを今回の表の中でご説明できておりませ

んので、もしも今回この委員会実験の総体体系の絵と解析係数をすべ

て足したとしても、 

0:12:11 我々が率を今回使用しております臨界実験ベンチマークの妥当性確認

に用いたセールスにちょっと足りていないものになっております。 

0:12:20 規制庁鈴木です。それはだから 5 ページで言うと、 

0:12:27 ウラン燃料の、ちょっとちょっと待ってこれは、 

0:12:37 これウラン燃料の 

0:12:41 と、やっぱりその他の、 

0:12:43 ところの、 

0:12:46 と数合わせとしては次、合ってないけどってそういうこと言ってるんです

ね。 

0:12:53 はいその通りでございます。少々補足させていただきますと、 

0:12:58 第 5 表のウラン燃料のその他の係数というものはですね、 

0:13:02 今記載しております第 4 表の低水密度での臨界実験と、 

0:13:08 あと今回、後ろの方に没水させていただきました 

0:13:12 25 ページ目から始まっております（3）、ベンチマークの体制詳細、括弧

ウラン燃料確保ＳＰなし、こちらをすべて足し合わせますと、第 5 表のウ

ラン燃料のその他のケースになりますけども、 

0:13:27 こちらで 

0:13:30 を全部た。 

0:13:31 そう。ちょっと足りないような形になってしまうと。 

0:13:40 はい。規制庁鈴木です。結局は、 

0:13:43 全部説明、詳細には説明できてないけど代表的なもので、 

0:13:49 大体説明してますよってことを言いたいってことですね。 
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0:13:59 はい。はい。すべて説明スルー予定はではあったんですけども、ちょっ

と、 

0:14:05 わかんないであれば、 

0:14:08 相対に増えてきませんけども、 

0:14:11 いや、関西電力の福原です。今日添付を付けするつもりのやつがちょっ

と付け損なってます後程、ちゃんと全部つけてお出ししますって、先ほど

ヒラノは申し上げたつもりです。 

0:14:23 原子力規制庁そうですわかりました 

0:14:26 再度出し直していただいたものでカウントしていけば、数の帳じりは合っ

てますってことになるってことですね。 

0:14:35 はい。その通りでございます。 

0:14:37 規制庁スズキスわかりました。 

0:14:41 それ以外はよろしいですか。 

0:14:45 確認に入っていってもよろしいですか。 

0:14:49 関西電力の富樫でございます。資料を見ていただいてるということです

けども、少しこちらから補足で説明させていただければと思います。 

0:14:58 見解でございます。左ペーパーいただきました久米としまして 50＄程度

のベンチマークは内部での妥当性を再度説明することというのがござい

ましたけれども、 

0:15:11 それに対して我々としまして資料を 1、今と、 

0:15:16 資料をうちの肥後大木等、資料をうちの右肩 3 ページ目、 

0:15:24 ですね、3 ページ目のサイトウオノところの一番下の単ポツ目のところで 

0:15:31 今回、追記させていただいております。 

0:15:34 また書き以降ですけれども水位 0 付近のＦに相当するベンチマークは

含まれていないがというところで、 

0:15:41 水位が低下するにつれて実効増倍率が単調減少ず、減少する結果が

えられており、以降ですけれども、低下する限り、その最低減速状態が

発現しないことが明らかであると。 

0:15:54 いうことから、臨界防止の判定に影響を及ぼすのではないというところ

で、前回のヒアリングでご説明させていただいたところこちらでしっかり

記載しているところでいた、ございます。 

0:16:04 で、こちらの追求したところと、その 1 個上の 2 ポツ目ですね、こちらを

含めて我々としてここで 

0:16:15 言いたい趣旨としましては今回関西から水 200 までの範囲に対しまして

解析コードの妥当性確認を実施して、 
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0:16:24 おりまして、その範囲において椎葉伊井っていうのが 1 近傍で、特異な

傾向が上げられない、ないということを確認しているということから本評

価でこの 

0:16:36 解析コードを適用することが妥当であるというところでこちら追記させて

いただいたというところでございます。 

0:16:44 そういったちょっと対追求したところの趣旨というところを、補足でご説明

させていただきました。 

0:16:50 以上です。 

0:16:53 原子力規制庁スズキです。では確認に入っていきます。 

0:16:59 資料、 

0:17:01 2 の方で、 

0:17:02 2－2 の方で、 

0:17:04 見ていった方が詳細だと思うのでそちらで見ていきますけれども、 

0:17:10 まず、資料 2－2 の 2 ページの、 

0:17:20 前のページ、1 ページの下側から続いている 3 ポツのところの続きです

けれども、 

0:17:31 2 ページ目の、あ、ごめんなさい。 

0:17:40 2 ページ目の一番下。 

0:17:43 1 ページ目の一番下からの続きですね。 

0:17:47 1 ページ目の一番下の段落、 

0:17:50 からの続きで 2 ページ目に続いていって、 

0:17:55 2 ページ目でいうと、 

0:18:06 4 行、4 行目の、 

0:18:09 4 行目から 5 行目のまた書きのところですけれども、 

0:18:14 ここで言ってるならエレクトボルトのお話っていうのは、 

0:18:21 前のページで示していた、第 2 表を、 

0:18:26 指していると思うので、そこはちょっと明記していただいた方がわかりや

すいかなと思います。 

0:18:38 そこの関西電力よろしいですか。 

0:18:43 はい。関西電力の田尾でございます。承知いたしました。こちらのまた

書き等第 2 表が、関係性のあるものだということを、詳細に記載させて

いただきたいというふうに、 

0:18:55 はい、規制庁スズキ下の詳細って形に、第 2 表、どっか打っといてくれ

ればそれでいいだけですのでお願いします。 

0:19:03 それからですね 
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0:19:16 同じく 2 ページ目の 3 ポツの続きですけれども、 

0:19:24 今のを説明していた。 

0:19:27 また書きの次の段落、このときっていう段落の、 

0:19:33 ところと、その次の妥当性確認にっていう話の段落ですけど、 

0:19:40 これが先ほど資料 1 の、 

0:19:44 3 ページで言っていた回答欄の三つ目の中ポツの、 

0:19:49 話になるかと思います。 

0:19:54 この話は前回のヒアリングでそういう傾向が、 

0:20:00 あるっていう話。 

0:20:03 それからそれより、 

0:20:10 水位が非常に低い 0 から 200ｍｍの範囲っていうのはそれほど精度が

求められるものじゃないよねっていうところが、 

0:20:19 話をしたんですけれども、 

0:20:22 今ここ拘泥説明している内容っていうのは、 

0:20:27 解析コードの適用妥当性確認の話であって、 

0:20:35 その解析の精度が求められるものじゃないよねっていう話は、 

0:20:40 解析結果の妥当性確認の話ですので、 

0:20:44 それをごちゃまぜに書くっていうのはそもそもおかしいと思っているんで

すね。 

0:20:51 まず、 

0:20:53 計算コードの適用妥当性確認の範囲はどこですかって言うのは、ここの

ところで結論としてやっぱりちゃんと書いていただきたくて、 

0:21:02 そうしないと、 

0:21:16 そうしないと申請者のですね、 

0:21:21 資料 2 の、 

0:21:27 別紙 1 で、 

0:21:31 解析コードの 

0:21:33 概要のだとす検証妥当性確認ナカノ妥当性確認のところの最後で、 

0:21:42 そこのところまで書いてた 

0:21:45 ベンチマークの話と、今回の申請で、 

0:21:50 適用範囲っていうのが、鳥羽ベンチマークの範囲内にあることを確認し

ているっていう話とはちょっとそごが出てきてしまって、 

0:21:59 現在説明されてる内容からすると私たちの理解は、 

0:22:05 結局計算コードの適用妥当性確認ができ、ベンチマークでできてる範囲

っていうのは、 
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0:22:12 2 百名から冠水までで、ゼロから 200 ミリは、 

0:22:17 適用妥当性確認はしていないというふうに理解していて、ただまあそう

だとしても、0 から 200 ミリっていうのを、エックス線として解析を、 

0:22:29 してみると負う今回の気相に流入する水分条件においてに限っては、 

0:22:41 1000 から 200ｍｍのところで単調減少してくるのが、 

0:22:46 継続して、単調減少が続いていくっていうところは炉物理的に 

0:22:52 間違いはないだろうという、 

0:22:54 ところなので、 

0:22:56 結果的にそこは制度を必要としなくなりましたので、 

0:23:00 適用妥当性確認をしていなかったとしても問題なかったですねという、 

0:23:06 ことだと思っているんですね。 

0:23:08 だから、解析結果の妥当性確認をもって、 

0:23:12 0 から関心まで適用ができるんだっていうのはちょっとそれ、論理が飛

躍しすぎているので、 

0:23:20 そこ分けて書いていただきたいんですけれども。 

0:23:23 私たちの方の、 

0:23:26 理解は、まず、 

0:23:28 関西と一致してるかどうかというところと、我々の 

0:23:34 考えについてはどう思われるか、関西電力の方確認、説明してくださ

い。 

0:23:48 はい。関西電力の平尾でございます。 

0:23:51 今、記載させていただいたといいますか、この 

0:23:56 鈴木さんが今おっしゃっていただいた通り、我々としてはちょっと今回結

論、境界はここですということは明記等できておりませんでしたけども、 

0:24:06 今おっしゃっていただいた通り、我々としては妥当性確認を実施した範

囲というものは水約 200 ミリ程度まででございまして、こちらの範囲の中

で単純 

0:24:18 担当減少することというものは確認済みでありますし、あと炉物理的に 

0:24:24 最適減速状態にはならない。 

0:24:26 いうことが今回の評価体系上わかっていますので、 

0:24:30 それ以外の部分というものはベンチマークを不要と考えておりますと。 

0:24:35 いうことをちょっと追記させていただきたいと考えております。 

0:24:41 規制庁数です 

0:24:44 追記するというよりか分けてか、書いていただかないとタイトルと内容が

変わってきちゃうので、 
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0:24:50 分けて書いていただいて、最終的にはそうだったねっていう、何かこう、

総合的な 

0:24:57 説明みたいなやつが欲しいなと思ったんですけどそこいかがですか。 

0:25:09 関西電力の富樫でございます。すいません。もう少しちょっと確認させて

いただきたいんですけども、分けて記載して、 

0:25:17 欲しいというようなご指摘だったと認識するんですけども、解析コードの

妥当性と、解析結果を、 

0:25:26 妥当性というような言葉で今ご説明いただいたのかなと思うんですけど

も、 

0:25:32 解析コードの妥当性としては、今、こちらの方から説明した通りで、 

0:25:43 今回その流入する真木層の水分量においては単調減少していくってい

うの物理的にわかるので、今回、確認する範囲としては、 

0:25:55 200 から冠水を確認して、解析コードの妥当性としては、妥当であること

を確認しましたよというのがまず解析コードの妥当性の説明だと。 

0:26:06 理解したんですけど、まずそこまでよ。そういった理解でよろしかったで

しょうか。関西電力の福原です。今のもうだから、冠水から水 200ｍｍま

での妥当性を確認するということはすなわち、 

0:26:20 今回の評価におけるこのコードの適用範囲、冠水から 200 ミリまでとし

ますよということとイコールなのかなと思うんですけど、そういう説明でま

ずよろしいですか。 

0:26:36 規制庁数でそこは違うのかなと思うんですけど、よろしいですか。規制

庁そこは違うと思っていて、 

0:26:44 計算コードの適用妥当性確認をする範囲っていうのが、あらかじめ結果

がわかってて、確認するっていうのはちょっと。 

0:26:53 順序が逆だと思っていますんで、実際に関西電力は許可の時に当初の

申請では、水位が 200 ミリから 400 ミリぐらいの間で、 

0:27:05 ピークが出るような解析結果を出してきていたので、 

0:27:09 それは要するに中性子最適減速状態に引っかかってくるような状況を、 

0:27:16 一度出してるんですよね。その段階において、と解析コードの適用妥当

性確認は、水が落ちてくれば単調減少するっていうところと組み合わせ

ではなかったはずなんですよ。 

0:27:29 結局、 

0:27:31 会社コードの適用妥当性確認は、もともと、 

0:27:35 関西電力は、核分裂中性子エネルギー相当のＥＡＬＦの実験、 

0:27:43 臨界実験のベンチマーク、これを、 
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0:27:46 使えば、説明できるよっていうふうに言ってたんだけど、前回の審査会

合、それからその後のヒアリングにおいて、 

0:27:55 ヤマモトの方から指摘があったように、ちょっとそれはエネルギー領域と

して飛躍し過ぎてますよねっていう話でそこを関西電力も受け入れて、 

0:28:05 じゃあその核分裂中性子エネルギーぐらいのＥＡＬＦの臨界実験の方に

ついてはちょっと横に置いときましょうと。 

0:28:15 一方で 7 エレクトのＶぐらいまでのところまではできてるねっていう話に

しましょうってことになっていたと思っているので、 

0:28:22 その流れからすると、初めから、 

0:28:25 地層に入ってくる水分条件ってのはもう確定的であって、それによって

単調減少になるってのはわかりきってたっていう話ではないはずなんで

すね。 

0:28:36 今となっては、そこんところはそういう結果を見えているので、そういう話

ができるんですけれども、そうじゃなければ、 

0:28:45 中性子最適減速状態にならない範囲っていうのを示した上で、 

0:28:51 その中で、200 ミリから完遂まで適用だと正確にやっていけばいいんだ

っていうそういう説明だったらわかりますよ。でもそこも今、明確に示さ

れてないじゃないすか。1 ケースは基本ケースだけ許可のときに、 

0:29:05 頑健性の観点で、 

0:29:08 スプレーのとか放水砲の流量を上げてですね、どこまでピークが出ない

か、単調減少がどこまで維持できるかって話は確認しましたけれども、 

0:29:21 そういう基本ケース高高やったわけですよね。 

0:29:24 今回の資料にそこのことも何も書いてないので、もう少しそこも補強はし

て欲しいと思ってるんですけれども、結局結果ありきの、 

0:29:33 解析コードの適用妥当性確認の範囲じゃないと思うんですよ。 

0:29:38 私の言いたいことわかります。 

0:29:44 関西電力の広野でございます。我々今、 

0:29:49 藤スズキさんがおっしゃっていました 

0:29:53 イカテイカ時間ピークが出るよねというような部分、1 回と思い当たる節

がなかったんですけども最後に頑健性に関する部分であるというふうに

ちょっとご意見いただきましたので、まず、 

0:30:06 何を指しておっしゃっていたと。 

0:30:09 ちゃんと出して、ただですねその頑健性というものがですね。 
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0:30:13 その検査っていうのは感度解析ケースであるとか、基本ケースであると

かそういうものをかなり飛躍させまして、じゃあ一体どれだけ水を入れた

ピークが立つのかとか、そういうことを確認したものでございまして、 

0:30:27 いわゆる実態の設備の流量だと、カネカに契約した水を入れないと、最

適減速が生じないと、ここまで入れなきゃ最適輸送しませんねというも

のを調べて、当パラメータスタディした結果でございましたので、 

0:30:42 今回の評価体系においては感度解析制度を踏まえましても、当廃棄リ

スクはそうしない。 

0:30:48 こちらの結果に関しましては、いわゆる議題の方だと我々は考えており

ます。 

0:30:53 規制庁鈴木です。だからこそ私は許可の時にそういう話して、 

0:30:58 本来はスウィート実効増倍率と、さらには、水の密度っていうところを含

めてさ、3 次元局面で、 

0:31:11 どこが限界なのかっていうのを見るべきだっていう話を許可のときに、し

きりに言ったけどそんな必要ないですって関西電力が言ってきたんです

よ。だからこそ基本ケースだけでも頑健性の説明を、 

0:31:22 して欲しいという話をしたわけですよね。一方で、 

0:31:26 水が 200 ミリから 400 ミリぐらいでピークが出るなんていうの私たち知り

ませんって今言いましたけど、一番最初に示された気相の水密度をを

0.04 にします。そのときには、 

0:31:39 200 ミリから 400 ミリの水の辺りでピークが出ますっていうのは関西電

力が示した話ですよ。知りませんとかそういう話じゃないんです。 

0:31:48 なぜそこを今更ながら知らないそんなこと私たちやってませんって話に

なるのかがよくわからない。 

0:31:55 だから、本当に、 

0:31:59 中性子最適減速状態に近いような要するに木曽川が支配的になった時

にそっちの方が実効増倍率が大きくなるような状態にならない。 

0:32:10 ていう話んところを示しているんであれば、今回の申請範囲はここまで

だっていう話をした上で、 

0:32:18 適用できるのは、200ｍｍから冠水までです。それ以外は見る必要がな

いですって話を、初めからできると思いますけど。 

0:32:28 そんなん示されてないから、我々わかんないんですよ。 

0:32:32 今回の解析条件に限っては、 

0:32:35 適用妥当性確認が確認、範囲が確認されていますって、 
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0:32:41 いう話だとすると、じゃあその中性子最適減速状態の話って持ってこれ

ないので、説明にならないですよね。 

0:32:55 すいません、関西電力の福原です。先ほど都築さんおっしゃられたこと

に対して私からは増井、200ｍｍから冠水までの妥当性確認をして、 

0:33:09 合同の適用範囲がそこまでですねっていうことを言えばいいんですねっ

て言うつもりも私としては正直そうですというお答えをいただけるものと

思って問いかけしたところ、 

0:33:22 違いますという話だったので、少しちょっと私頭の中がちょっと混乱して

きているんですけども、 

0:33:31 まず、 

0:33:34 航路の 

0:33:36 適用範囲と、我々がまず今回、コードを使うにあたっての適用範囲を見

極めるために、 

0:33:47 妥当性確認をを行っているっていう考え方なんですけど。 

0:33:54 その適用範囲ということと、妥当性確認を行うっていうこと。 

0:34:00 とがある意味もう僕私の中ではど、同一視してるんですけどもそこは概

念として杉さんは何か違うというようなお考えなんですかねそこからちょ

っと話さしていただかないと、なかなか、 

0:34:14 ご意見が見られないかなと思うんですけど、規制庁数字じゃはっきり説

明して欲しいんですけど、先ほど言った申請書の、 

0:34:23 別紙 1 の 3 ページで書いてある。 

0:34:25 最後の注ポツ、これ見てください。 

0:34:28 実際に見ながら話したいのにまず見てください。開けたら言ってくださ

い。 

0:34:51 関西電力の提案でございます。こちらは準備できました。 

0:34:57 はい、原子炉規制庁鈴木です。 

0:34:59 最後の本設工認における用途、適用範囲、まずこれがどこですか。 

0:35:07 で、適用妥当性確認の範囲はどこですか。これ明確にしてください。 

0:35:13 数字で言ってください。 

0:35:21 関西電力の日野でございます。こちらの範囲に関しましてはと。 

0:35:26 完成状態から製品だけに、 

0:35:28 コバヤシ、 

0:35:32 すいません聞こえなかったらもう 1 回言ってください。 

0:35:35 冠水状態から水位工でございます。 

0:35:42 冠水から水 200 ミリって言ってるのは妥当性確認の範囲が、 
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0:35:47 のこと言ってるんですか。 

0:35:50 それとも、本区設購入における用途適用範囲のことを言ってるのどっち

ですか。 

0:35:58 そう簡単に電力のヒラノでございますと適用範囲等妥当性確認の範囲

情報を 200 ミリから冠水状態。 

0:36:05 と、 

0:36:07 しております。 

0:36:08 はい。規制庁鈴木です。それだったらわかりますでしたら、対 0 から 200

ミリは、計算コードの適用妥当性確認はできていないということでよろし

いですよね。 

0:36:23 んけ。関西電力の福原です。今回の設工認申請においてはその部分の

妥当性確認を行っていないというご理解で結構かと思います。なぜそう

なのかといいますと、 

0:36:37 先ほど来スズキさんからも申していただいてる通り、本件は単調減少に

なる。これ、これも許可ではなくてもう設工認の詳細設計ですので、 

0:36:48 我々も設計がかなりもう進んできております。どういう設備を使ってどう

いう水の量で、どういう評価を行うのかっていうところがもう十分絞り込

まれてきておりますので、 

0:37:01 水分の量として、冠水から 200 ミリまでの傾向、さらにそっから先が単

調減少するという傾向がもう見えているという、もう少設計がもうかなり

もう煮詰まっているということから、 

0:37:15 妥当性確認については、冠水から 200 ミリまでを行えば、よかろうという

考えからによるものです。 

0:37:24 はい、原子力規制庁スズキでそうすると、例えば、 

0:37:28 資料 1 の 3 ページ。 

0:37:30 の、 

0:37:31 右側の図、 

0:37:33 こちらは、 

0:37:35 0 から 200 ミリは、今回の申請範囲じゃないってことですね。 

0:37:49 はい。関西電力の平尾でございます。この通りでございますけどから

200 というものは今回の申請範囲のことをやると。 

0:37:56 いうふうになります。 

0:37:59 原子炉規制庁鈴木です。そうするとですね、水の話だけじゃなくって、 

0:38:05 気相に流入してくる水の水分条件も当然限定されるので、 

0:38:12 今回示された。 
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0:38:15 資料 1 で言うと、18 ページ。 

0:38:24 ここの気相に流入してくる水分条件。 

0:38:29 それから、 

0:38:35 次のページの、 

0:38:38 解析結果の図。 

0:38:40 各感度解析ケース。 

0:38:42 これにおいても、この線からわずかでもずれた時においては、 

0:38:50 計算コードの適用妥当性確認はされていないというふうに判断してもう

一度やり直すしかないということになりますけど。 

0:38:57 そういうつもりで、 

0:39:00 計算コードの適用妥当性確認の範囲を限定したということでよろしいで

すか。 

0:39:10 関西電力の福原です。今おっしゃっていただいた資料、19 ページのグラ

フがありますけども、 

0:39:20 この辺からわずかでもずれた場合はっていうのは、どういう場合のこと

をおっしゃっているのかちょっとわからないんですけども、お願いできま

すか。原子炉規制庁都築です。18 ページに示された、 

0:39:32 気相に流入する水分条件においてはって先ほど言いましたよね。 

0:39:38 ということは、この水分条件じゃない、違う条件を設定したときは、19 ペ

ージの、 

0:39:46 グラフの線からは外れてくるわけなので、 

0:39:51 外れた場合においては、先ほど言った、別紙 1－3 で言っている本設購

入を受ける用途適用範囲ではないというふうに、 

0:40:00 考えざるをえないんですけれども、 

0:40:02 それでよろしいですかってことをお聞きしたんです。 

0:40:10 いや、 

0:40:14 関西電力の福原です。18 ページで、放水注水する量を定めていますけ

ども、 

0:40:24 ここからずれた場合は 

0:40:28 当然その食材何言っても非常に小さい数字にはなってくるでしょうけど

も、そこの部分でいうとその 19 ページの結果っていうのは、変わり得る

ものだと思います。 

0:40:40 その時に、この 19 ページの結果が全部無効になりますよっていうふう

におっしゃられてるようなんですけども、なぜちょっとそこまで話がいって

しまうのかが、 
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0:40:54 ちょっと僕、私、理解しかねるんですけども。 

0:40:58 原子炉規制庁鈴木です。結局、 

0:41:02 その単調減少するっていう話について、どの範囲まで団長減少するか

ってところは、明確に示していないので、 

0:41:14 単調減少をする前提において適用妥当性確認 0 から 2、200 ミリから完

遂までオッケーですって話をしている以上はこれワンセットになるんです

ね。 

0:41:27 いや、別にいいですよ単調減少する範囲がここまで単調減少する範囲

ですっていうふうに示されれば、 

0:41:35 そこの範囲まで、 

0:41:38 今回の解析コードを使ってもいいですよって話がワンセットになると思う

んですけれどもその話しされてないじゃないですか。 

0:41:49 なので先ほどの別紙 1－3 の文章から言ったら、 

0:41:53 本設個人における用途適用範囲っていうのは、資料 1 でいう 18 ページ

に限ります。 

0:41:59 で、妥当性確認の範囲も、 

0:42:02 200 ミリから完遂までです。 

0:42:04 そのワンセットで確認しているものです。これを外れた場合においては

確認できてないことになりますっていうふうに、 

0:42:13 考えるしかないでしょってこと言ってるんです。 

0:42:18 関西電力の福原です。ちょっとその考え方は少し極端過ぎないかなって

思うんですけども。 

0:42:29 ちょっと例えばなんですけど、ここで 18 ページで設定してます水量、 

0:42:36 よりもう、 

0:42:38 多い場合は、 

0:42:39 のことをおっしゃってますかそれとも少ない場合も駄目だっていうような

ことになるんですかね。 

0:42:46 原子力規制庁倉庫の多い少ないっていうのが、ケースによって、 

0:42:52 見るべき密度が違うじゃないですか。 

0:42:56 範囲も、物理的なスペースの範囲も違いますし、 

0:43:01 だから、一概にこの密度の以下であればっていうところを限定できな

い。 

0:43:09 でしょって私は思ってるんですよ。 

0:43:15 それを限定しようと思ったら、 

0:43:18 許可のときから私が言ってるように、 
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0:43:21 その家ＲＥＦあごめんなさいスウィート実効増倍率と、それから、 

0:43:27 気相に流入してきた結果としての平均的な密度、 

0:43:32 これの 3、3 軸に対する 2 次元局面で範囲を定めないといけないはず

で、 

0:43:40 でもそれ確認してないので、 

0:43:42 水位、水量が下がった場合上がった場合っていうところをどこでどういう

ふうに言おうとしてるのかちょっとわからないんですよ。 

0:43:49 水量が上がったとしても、ケース 2 なんかっていう言ったら、範囲を変え

たらまた違いますよね。 

0:43:59 そういうことなんですよ。だから密度とか何とかっていうのを一義的に定

義できないので、 

0:44:05 本当にその 

0:44:07 いろんなパラメータサービスで見て先ほど言った 2 次元局面で範囲を

さ、設定していない限りにおいては、 

0:44:15 これ、 

0:44:16 範囲を定めることはできないと私は思ってるんです。 

0:44:25 うん。 

0:44:26 うん。今言ってる関西電力の福原です。すいませんちょっと正直、都築さ

んのお考えに我々ちょっと追いついていけないんですけども、 

0:44:45 今 

0:44:47 宇井の話、藤清良の話と二つ出てきてると思うんですけど、 

0:44:57 水が冠水から 200 ミリまで、 

0:45:00 適用しますっていう話と、それが、 

0:45:03 なぜこの 

0:45:06 ポイントの資料の 18 ページで言うところの上から掘ってくる水の水量、 

0:45:12 との絡みで条件づけがされてくるのかっていうところが、ちょっと私、理

解できてないんですけども、そこをもう少し、 

0:45:21 関連性をご説明いただいてもいいですか。規制庁鈴木です。18、資料 1

の 18 ページでいう、 

0:45:30 ケース 02 って言っている、この流量で 4 掛け 4 の領域に水が入った時

に 4 筧 4 の領域の、 

0:45:40 気相部分に入った水の平均水密度って、 

0:45:45 0.8 ぐらい行くんですよ。 

0:45:47 ごめんなさい。0.08 ぐらい行くんですよ。 



※１ 音声認識ソフトによる自動文字起こし結果をそのまま掲載しています。 

発言者による確認はしていません。 

※２ 時間は会議開始からの経過時間を示します。 

0:45:50 で、もともと全体が 0.1 だったらこれ最低中性子最適減速状態なんで極

めてそれに近いんですよね。 

0:45:59 何でそんなところまで上がるかってこれだけの水量で上がるかっていう

と 4 掛け 4 に絞ってるからそうなるんですよね。 

0:46:08 だから水密度で定義する話じゃなくてこれ 4 掛け 4 にして、0.08 まで

水、平均の水密度が上がったとしてもなんで中性子最適減速状態にな

らないかっていうと、 

0:46:19 4 掛け 4 の領域から水平方向に行けちゃうからなんですよ。 

0:46:24 だから、その両領域だけが無限に続けば、他最適減速状態になるけ

ど、 

0:46:31 数絞ったことによって領域絞ったことによって、最適減速から逃れてしま

う中性子が多くなるので、そうじゃなくなっちゃうっていう結果論なんです

よ。 

0:46:46 これ水位を上げていったら 4 角 4 じゃなくって、5 掛け 56 掛け 67 掛け

7 でコンマ 08 とかコンマ 1 にいっちゃうかもしれないですよ。 

0:46:55 そしたら水中堰最適減速状態に、 

0:46:58 極めて近づいていく。 

0:47:00 わけですよね。 

0:47:03 それがどこまでいけば、そういう状態になりますかっていう話を確認して

いないので、 

0:47:09 わからないんですよ。 

0:47:12 少なくとも基本ケースにおいて水量を上げていったときに、 

0:47:16 中性最適減速状態に突入するような、 

0:47:21 水位が低いところで、ピーク時コバヤシにピークが出るようなところにま

では何とかいかないですよって範囲だけは確認しましたけど、それだけ

なんですよね。 

0:47:32 だから感度解析ケースにおいてどこまでいけるかどうかって見てないん

ですよ。 

0:47:37 関西電力の福原です。ご説明ありがとうございました。松木さんおっしゃ

ってる通りだと思います。ケース 2 っていうのが、4×ように集中させて

いますので 

0:47:52 さらに、 

0:47:54 おっしゃってる通り、水平方向に中性子が逃げるから最低限とならな

い。そこは私どもも資料のどこかで同じ説明させていただいていると思

います。さらに言うと、おっしゃる通りで 
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0:48:08 もっと体系が広がって、ちょっと説明させていただきたいと思いますが広

がって、 

0:48:17 燃料が広がっていって、最低原則になるっていう状態が発生すると思い

ます。しかし説明はすると思います。としては、 

0:48:27 いろんなこのパラメータに対する不確かさっていうのを調べてですね、ど

こまでどういう不確かさがあるのかっていうことを、スタディした上で、こ

のケース 1234 と、 

0:48:41 いうものを設定していますので、さらに、これよりも厳しい条件を設定す

るっていうところがまず検討の土俵。 

0:48:54 の外にそれはなってるんじゃないですかっていうのがまず私が今お話

聞いたところの印象なんですけども、何かちょっと違ってますでしょうか。 

0:49:04 規制庁スズキだからそれは結果論であって、 

0:49:08 あくまでもその状態であれば、単調減少が、冠水から 200 ミリまでいく

し、 

0:49:17 多分そっから適用だと正確にしてない計算コードでそのままｘ点として 0

ｍｍまで落としても単調減少していくでしょうねっていうことを、 

0:49:27 確認できたにすぎなくてそれは結果論なんですよ。 

0:49:31 解析コードの適用妥当性確認の範囲としてそこまでできるっていうこと

を確認した上でやったわけじゃないんですよ。 

0:49:38 だから、確認されていない 0 から 200 ミリはあくまでも、 

0:49:43 解析してみたら、 

0:49:45 今の条件においてはそこは精度を求められるものではなかったっていう

結論になるだけなんですよ。 

0:49:54 うんそこはいい。 

0:49:56 はい。関西電力の福原です。今おっしゃっていただいた部分私どもも全

く同感なんですけども、 

0:50:07 が、 

0:50:07 いや、規制庁ですそれが同感だということであれば、 

0:50:11 資料 2－2 のですね、 

0:50:15 衛藤さんさ、2 ポツ 3 ポツの、 

0:50:20 ところにおいては、 

0:50:22 その解析の結果として、0 から 200 ミリは、精度が求められなかったって

話は書く必要はなくって、 

0:50:31 あくまでもここは、 
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0:50:33 適用妥当性確認として、ベンチマークで 200 ミリから完遂まで確認しま

した。以上です。になるはずなんですよね。 

0:50:45 その状態で解析をしてみたら、 

0:50:48 冠水から 200ｍｍの方に向かって単調減少していって、参考までに 0ｍ

ｍまでエックス線としてやってみたら、やっぱり同じようになるこれは、今

の 

0:51:00 嘘想定している水の量においてはこういう傾向は炉物理的に当然だっ

ていうことなので、0 から 200ｍｍの精度は求めないくてもいいような結

果になっている。 

0:51:14 結果になっているってだけで、 

0:51:17 そこまで 

0:51:20 制度はいらないんだっていう話を最初から確認していたわけじゃないん

ですよ。 

0:51:25 そういう書き方をしないと、資料の説明の流れとしておかしいでしょって

ことを言ってるんです。 

0:51:37 関西電力の舘でございます。ありがとうございます。今ご説明いただい

たところでかなりちょっとり、私もちょっと理解できたのかなとちょっと思っ

てるところなんですけども、ちょっと改めて確認させていただければと思

います 

0:51:50 先ほど最初おっしゃっていただいた、解析コードの妥当性と、解析結果

の妥当性というのは分けて書いてくださいという話ございましたけどもそ

れも踏まえまして、 

0:52:05 資料 2－2 の 2 ポツ 3 ポツ 3 ポツですかね、で書いてあるのはまず解

析コードの妥当性について記載しておりますねと。 

0:52:14 その中では、適用の妥当性確認としては、今回は 200 ミリから完遂まで

を確認しましたと。その結果特異な傾向は見られませんでしたと。 

0:52:27 いうのがまず、解析コードの妥当性の確認結果ですと、その次、解析、

下が解析結果の妥当性というところで、 

0:52:42 そうした結果を踏まえて評価してみると、このような結果になりましたこ

の今の言い方サカイの結果になりましたと。 

0:52:51 で、かつ、0 から 200 についても、この線は引いてますけれども、そこに

ついても、結果はこのようにられましたと。 

0:53:02 で、そういう結果がえられたところで、 

0:53:06 今回の条件公開の評価体系においては、その 0 から 200 というのは、

単調減少するということが確認できたので、 
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0:53:17 そこのつ部分については、精度を求められるところでは、 

0:53:21 江藤ナカあありませんでしたと。 

0:53:24 そういった説明を、の流れでさせていただくというような、そんなイメージ

でよろしかったでしょうか。 

0:53:30 はい規制庁スズキそれをそうです。項目を分けて書いていただければ

理解できる、その流れで書いていただければ理解できるということで

す。 

0:53:48 認識が一致したと思いますので、 

0:53:52 少し補足していただきたいのは、先ほど言った単調減少しているってい

うのが、 

0:54:00 一本線ではないんですよっていうところが、 

0:54:04 どこまでいえるかわからないけれども、基本ケースで頑健性の確認をし

て 

0:54:11 何倍もふやしても、水を何倍もふやしても基本ケースにおいてはまだ、 

0:54:16 中性最適減速状態にいかないよねっていう、融度がありますっていう話

は参考までに、 

0:54:25 示したいと思う方が、本当に一本線じゃないんだっていう傍証にはなる

ので、そこは許可で示したように、示しといた方がいいと思うんですよ

ね。 

0:54:36 そこはいいですかね。 

0:54:40 赤田イデ本橋でございます。江藤。単調減少が一方、一本線ではない

っておっしゃっていただいてる一本線というのは、どのようなイメージを

おっしゃっていただいてますでしょうか。はい。規制庁宗です。それが先

ほど言った資料 1 でいう 18 ページと 19 ページ。 

0:54:56 この条件から、1 ミリでもずれたらもう、わかりませんよっていうことじゃ

ないですってことを、 

0:55:03 完全に説明はできないけれども、基本ケースにおいて数量をふやして

いった時においては、 

0:55:11 現在考えている水量の何倍になったとしてもまだ、 

0:55:15 中性最適減速状態みたいに、水位が低いところでピークは出ないです

って話は確認しましたよね。だから、それは、多少はまだ余裕があるは

ずなんです。 

0:55:27 ていう、傍証としてですね、参考までに示しておいた方が、さっき言った

制度が必要ない範囲っていうところは、もう少し、 

0:55:39 補完できるのかなっていうふうに思ったところなんです。 
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0:56:02 今の話よろしいですか。 

0:56:04 関西でありがとうございます。えっとですね、今、丹金の生のお話いただ

きましたので少しちょっと補足させていただきますけれども、 

0:56:14 資料 2 の、 

0:56:17 1 の具体の適正化のところのお話の中で 

0:56:25 一路 2 日の 

0:56:27 12 ページですね。 

0:56:30 12 ページのところでちょっとお示しさせていただきます通り、今回その 

0:56:35 前ん抜いた体系にすることに伴いまして、こちらの別紙 5 で頑健性につ

いて示させていただいたところについては、 

0:56:46 塩素を抜いたというところとあと許可での議論というところで今回設工認

の資料からは削除をさせていただこうと思っていたところでございます。 

0:56:55 規制庁鈴木です申請書に書いてくださいなんてこと 1 一言見てなくて、

資料 2－2 に書かれた方がいいんじゃないですかって言ってて、今資料

2 を見ても、それ抜けてますよね。 

0:57:07 これ入ってます。 

0:57:09 資料 2。 

0:57:12 いや、トガシです今入っておりません。 

0:57:17 はい規制庁スズキそのことを言ってるんです。 

0:57:22 許可ではそこまで、まとめ補足説明資料に入れていただいたけど、施設

工になった途端にそれが抜けちゃっているので、 

0:57:31 それ何も利用してないっていう話なんですよね。でも我々としてはそれ

があるので、 

0:57:37 資料 1 の 18 ページの条件、もうこれから 1 日もずれちゃいけませんっ

てことじゃないんですっていう。 

0:57:46 安心材料を持っているってことなんですよ。だからその話を入れといて

欲しいってことなんですよ。 

0:57:54 関西電力の平野でございます。お話しいはわかりました。ただですね今

回設工認申請に伴いまして、評価体系から塩素を投与しないこととして

おります。 

0:58:06 なのでちょっとあの時に示しておりましたものについては塩素を考慮し

た体系でございますので、 

0:58:15 当今回の評価体系に直接当てはまるものではございません。 

0:58:21 なので、はい。室長そこはわかっているので、お願いしているんです。 

0:58:28 そういう説明もちゃんと入れといて欲しいんですってこと。 
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0:58:32 こういう 

0:58:33 件が、 

0:58:34 関西電力の福原です。塩素あるかないかっていう関係の違いは、よく出

た、必ずしもその演奏なしでもう 1 回その頑健性確認をやってくださいっ

ていうわけではなくて、 

0:58:49 演奏があるとない。ない。若干の条件の違いはあるけどもそれはもう数

字で言うと大事な話ではなくて 

0:58:59 いうところも含みおいて説明文を入れてくれたらいいですよっていう、そ

ういうことですかね。 

0:59:06 規制庁スズキです演奏がない時あるときで、どのぐらいがさ、差がある

のっていう含みおいてって言われても我々それわからないので、 

0:59:15 含みおいてもそういう説明ができるんですよっていう説明資料になって

る分には構いません。 

0:59:26 当日手順に即すと、そういう場合てくるのでというような米をキーが必要

であると考えてましてそういった様なあ。 

0:59:38 うん。御説明にもお聞きになると思うのですけどす。それでよろしかった

でしょうか。いや、それだとよくわからないので、塩素の効果は大した。 

0:59:49 量がないって思ってるんだったらそういうふうなことをわかるように書い

てくださいって言ってるだけです。 

0:59:54 いやそこは聞くんですっていうんだったら、それは、ちゃんと説明するた

めには演奏がない結果を示す必要がありますよねそれどっちなのか

我々わからないので、 

1:00:05 そこを含めて説明をするっていうんだったら、わかるように説明してくだ

さいって言ってるんです。 

1:00:28 関西電力の富樫でございます。補足説明資料として、こちらの資料をつ

けるということは承知いたしましたで、その付け方については、 

1:00:38 今おっしゃっていただいたやり方があると思うので、ちょっとそこも含め

てどういった内容で、 

1:00:46 載せるのかっていうところは少し間、検討させていただければと思いま

す。 

1:00:50 はい規制庁スズキそこはお願いします。 

1:00:54 そういう話になると、次の 

1:00:58 資料 2－2 の 4 ポツの不確定性のところについても、 

1:01:03 製作公差の方は、今の説明だとやっぱずれてきてですね。 
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1:01:08 計算コードの不確定性については、7 エレクト論ボルトのものを入れる

か入れないか、その辺含めて、 

1:01:18 とりあえず増井によらない、 

1:01:23 その不確定性評価をしているというふうには言っているけれどもまあ 0

から 200 ミリって本当どうなんだろうねってところはありますけれども、と

りあえず 200ｍｍのところについては、 

1:01:35 ケースを入れるか入れないかは別としても評価には評価はできている

んですっていうふうには言っているのでそれはいいと思ってるんですけ

れども。 

1:01:44 製作公差の方は、冠水から 1000ｍｍ、 

1:01:48 のところまでは水によらないっていう話をしてるけど、1000ｍｍから 200

ｍｍのところは水位が、 

1:01:55 に依存してくるっていう話を、ただ依存したとしてもそれはわずかですね

って話をしてるんですけど。 

1:02:02 今これ 2 百名じゃなくて 0 観で示しているので、 

1:02:06 適用妥当性確認の話と合わせるんであれば、 

1:02:10 1000 ミリと 200 ミリを比較しても、或いは冠水と 200 ミリを比較してもっ

ていうところで説明していかないと、 

1:02:18 ここは整合がとれないと思うんですね。 

1:02:21 そこんところについてちょっと考えていただきたいなというふうに思うん

です。 

1:03:01 当関西電力の平尾でございます。 

1:03:03 土肥 

1:03:05 筒井梅野の値っていうのは今回の月を妥当性の範囲ではないので委

託を、と比較すべきというような、 

1:03:13 等、 

1:03:16 コメントでございましたけども、それに対しては 0 がないので委託を比較

すべきというのはわかるんですけども、 

1:03:24 もともと我々の記載といたしましては水位ゼロというものを記載したもの

についてはあくまでも参考でございまして、主論ではないと、あくまでも

我々は、次は大木、 

1:03:35 藤、実効増倍率が大きく下がっていくので不要であると。 

1:03:39 そういった整理をさせていただいておるのですけどもそれでもやはりえ

っと比較をする。 

1:03:45 する必要があると。 
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1:03:46 言った発地の今年度でございましょうか。規制庁鈴木ですけれども。 

1:03:52 水性ミリから水位下げていくと、実効増倍率が大きく下がるっていうこと

と、 

1:03:58 それによって精査、製作公差の不確定性っていうのが、 

1:04:04 変わるか変わらないかっていう話は何も関係ないと思うんですけれど

も、 

1:04:10 なぜそこが、 

1:04:12 実効増倍率が単調減少するから、 

1:04:15 政策構想に交通考査による不確定性の評価をしなくても良いになるの

かがよくわかんないんです。 

1:04:44 関西電力の冨樫でございます。すいません少しご趣旨が、 

1:04:49 把握できてないので、ちょっと改めてですけれどもここの全く開きで、ご

めんなさい。資料 2－2 の 3 ページのまた、 

1:04:58 加来猪又が記載させていただいてる通り、周りとしてはその水位が低角

について実効増倍率か低下すると。 

1:05:06 いうところと、不確定性を考慮しない時労働倍率がそもそも十分に小さ

いというそういった条件において、ここというのは評価としては、不要だ

と判断していると。 

1:05:20 で、後は参考で改めて確認したところ、実際、数値を算出してみたところ

というところですけども、やはりそうだったというところで、参考としてお示

しさせていただいてるところなんですけども、 

1:05:34 あくまでも我々としてはその前者の参考までのところで水位 0ｍｍ、今

回、 

1:05:42 で言えば、水 200ｍｍまでですね、までの傾向として御説明になってい

るのかなと思っていたところなんですけれども、 

1:05:53 今のような御説明。 

1:05:55 Ａ、いかがでしょうか。 

1:05:58 規制庁スズキ先ほど言った通り、泉水生緑水を下げた時に実効増倍率

が、ノミナルとして大きく下がっていくところは理解しています。 

1:06:10 ただ、 

1:06:11 それよりす、そういうふうに大きく実行統括が下がったときに、政策講座

による不確定性が大きくならない。 

1:06:20 或いはこれを超えるような大きさにならないっていうことを、 

1:06:25 何をもって我々は判断すればよろしいんですか。 

1:06:34 自明なんですか。 
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1:06:41 関西電力の湯原です。 

1:06:45 そちらにつきましては前回、 

1:06:48 の介護資料 2、Ｐ1000 ミリ等アノページ 0ｍｍイデアノ計算した結果、な

るほど 

1:06:57 うん。ナカなるけど、いやいや、 

1:07:00 ここはここが規制庁スズキです前回 0ｍｍで出していただいて、確かに

大きくはならないよねってことは確認できたねと。 

1:07:12 ただ 1000ｍｍから冠水までよりか若干大きくなる可能性はあるけれど

もす。 

1:07:21 すんき何か際立って大きくなるわけじゃないので、 

1:07:25 単調減少してる範囲において 0ｍｍっていうような推移が低いところに

おいて、不確定性評価っていうところを、 

1:07:34 乗せてきたとしても、まあ大丈夫でしょうと、そこはわかったので今回そ

れを、 

1:07:40 適用妥当性確認として 200 ミリから完遂までっていうふうにしてるんだ

から、同じ論理からいったら 2 百名の 

1:07:48 不確定性評価結果を持ってきて、 

1:07:51 ｏｆイデないですね増えたとしてもわずかですっていう話が確認できれ

ば、 

1:07:57 前回と説明は同じだと思うんです。 

1:09:03 関西電力の福原です。前回の会合資料で、不確定性を水位を変えなが

ら、三つやってみましたっていう表をお付けしたのは、 

1:09:15 ご記憶にあると思うんですけども、あそこの、あん時そういう冠水とスイ

センミリと、そういう 0ｍｍで出してますけども、あそこを、そういう 200ｍ

ｍ、0ｍｍじゃなくてそういう 200 ミリ、 

1:09:30 やってみるということはちょっと検討させていただきたいと思いますけど

も、ちょっとお時間もかかりますので、その場合、 

1:09:43 今予定されている、次回の会合までにその結果がおそらく間に合わな

いと思うんですけどそうした場合、 

1:09:53 の扱いっていうのはどのよう、 

1:09:55 例えば会合とか、ヒアリングの場で確認するのかといったところのお考

えはどんな感じですかね。 

1:10:04 規制庁鈴木です予定としてそこは差し替える予定で、 
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1:10:09 同じような傾向が出れば、特段説明は変わりませんと言って、そういう

説明であれば、我々は事務局でそれを最終的に確認できれば問題ない

と思ってます。 

1:10:23 関西電力の福原ですお考え、よくわかりました。 

1:10:31 規制庁鈴木です。これで大体一通りの適用妥当性確認から不確定性評

価それから、最終的にどういうふうに判断するかっていうところは、材料

はそろったと思いますけれども、 

1:10:47 説明の資料として、まだちょっと抜けがあるところがあると思っていて、 

1:10:53 まず一つは資料 2－2 でいうと 3 ページの製作公差による不確定性の

話の、 

1:11:00 3 段落目、または機能、 

1:11:04 ところですけれども、冠水と水位 1000ｍｍで、 

1:11:09 不確定性、 

1:11:11 ていうのが、モンテカルロの 

1:11:14 統計処理をするばらつきの範囲内で泳ぐ程度だっていう話んところは書

いてあるんですけど、 

1:11:22 そこまでしか書いてなくって、だからこそ、どれ選んでもいいんです、今

回は冠水のもので代表させましたっていう結論がどこにも書いてないの

で、 

1:11:34 そこは書くべきだというふうに思っています。 

1:11:37 また、その話というのは、 

1:12:00 資料 2－1 の、 

1:12:03 申請書の記載についての、 

1:12:07 話の中で、16 ページですね。 

1:12:12 16 ページの両括弧 3 計算結果。 

1:12:19 評価結果のところにもそこは 

1:12:23 明確に書いてあるのが書いてないのかちょっとよくわからなくてですね。 

1:12:28 結局、 

1:12:31 冠水で、 

1:12:32 評価すれば、評価し、 

1:12:35 すればいいんですよ。した結果こうなりましたっていうところが、 

1:12:39 ここ何かそういう流れで説明書いてありますかね。 

1:12:43 ちょっとそこが読み取れないかなあと思ったんですけど、関西電力この

辺ちょっとどうゆうふうに、 

1:12:49 書こうと思っていたのか、そこをちょっと説明してもらえますか。 
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1:13:00 関西電力の富樫でございます。資料 2－1 の 16 ページでございますけ

れども、衛藤、評価結果のところで、まず、 

1:13:11 下線引いてる最初のなお書きのところで、 

1:13:14 推薦までについては液相が支配的、不確定性についてもそれに依存し

て、なので基礎に起因する変動わずかだから、不確定性は冠水が最も 

1:13:29 高い実効増倍率なので、そこで、 

1:13:31 それを使うのは妥当と評価しているってすみません今そのままですけど

も、そういったことで書かせていただいてます。はい。規制庁、都築です

そこの部分はそう書いてなくてですね。 

1:13:44 不確定性を考慮した場合でも冠水維持が最も高いっていうふうに書い

てあるってことは、不確定性評価を上乗せした状態でも、完成が一番大

きくなりましたっていうふうに読めるんですよ。 

1:13:56 でも実際はそういう説明じゃなくって、 

1:13:59 不確定者不確定性として、 

1:14:02 製作公差は清見から冠水までは変わらないはず、不確定性は変わらな

いはずで、どれ選んできてもいいんだけど、代表として冠水時の不確定

性評価結果持ってきました。 

1:14:15 それから、計算コードの話が書いてないです計算コードの不確定性につ

いては、200 ミリからちょっと 200 ミリってのは目、正確かどうかはわか

らないけど多分、 

1:14:25 ベンチマークからしたら 200ｍｍから冠水までここについては水によら

ずに一定の不確定性が使えるっていう話があるので、不確定性は不確

定性として、 

1:14:37 一意に決める数字がある。 

1:14:39 で、 

1:14:40 ノミナルでやった実効増倍率が冠水がＭＡＸなんで、そこに乗せてみま

した。それで 0.98 いってませんっていうこういう流れかなというふうに思

ってるんですけど今の記載をそういうふうに、 

1:14:52 読めないと思うんですけれども。 

1:15:01 関西電力の冨樫でございます。今ご説明いただいたように、こちら記

載、修正させていただきたいと思います。 

1:15:09 はい。規制庁鈴木ですそこは明確に書いていただいて説明した内容と、

最終的に申請書の形が同じようになってないと、違うことになっちゃうの

で、そこはしっかりと書いてください。で、 

1:15:21 今のお話っていうのは、両括弧 3Ｂポツの一段落目んところ、 
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1:15:27 の話は、話の流れとしては、正確に書いてあると思うんですけれども、 

1:15:32 上のポツの判定基準のところは、やっぱりここも最初から単調減少中性

子最適減速状態が発現しないかどうかっていうのを確認して、 

1:15:44 みたいな感じになっているので、ここはＢポツの一段落目と同じ流れで、

ボツの判定の話は、 

1:15:53 判定基準の話が書かれた方が整合すると思うのでそこはちょっともう 1

回読み直して、見直していただけますか。 

1:16:41 はい。関西電力の平間でございます。 

1:16:44 ポツの赤字の部分でございますね。 

1:16:48 あたかも基本ケースがすでに中継し最適減速状態が発現しなかったか

のように書かれているのに違和感があるということを知ると思いますの

でこちらも 

1:16:59 規制庁都築です。そそうじゃなくって、 

1:17:06 Ａポツの 1 文目のところで、基本ケースにおいて複雑性を含めた実効

増倍率が 0.98 以下で臨界を防止できることを確認し、 

1:17:15 感度解析ケースにおいても基本ケースと同様に、これこれ発言せず、特

異な傾向がないって、これ、話が逆になってますよね下のＰａｙＰａｙ下の

ｂポツでは、 

1:17:26 まず基本ケースと感度解析ケース合わせて、 

1:17:29 冠水が一番大きくって、水位下げていくと、事故等別落ちていくことが確

認できたので、実効増倍率として見るべきところは再冠水時の最大、 

1:17:43 －0.947 ですと、ここに不確定性ってのは一つの値を、 

1:17:49 積み上げて、0.98 以下んなってるって話を示しているので、今回やった

内容はまさにそういうことなんで判定基準というのは、 

1:18:00 そういうことを確認していきますよっていうのが判定基準だと思うんです

けれども。 

1:18:05 何かいきなり 0.98 以下で臨界防止できることを確認するところから始ま

っているので、話が逆になってるんじゃないですかって言ったんですけ

ど。 

1:18:18 関西電力の小原です。 

1:18:23 音声取ってますかね。大丈夫です。 

1:18:30 関西電力の福原です。続けて大丈夫です。 

1:18:33 大丈夫ですか、説明続けてください。 

1:18:39 はい。ここの判定基準ですけども我々としてはこう考えてまず書いてま

す。まず、基本ケース、 



※１ 音声認識ソフトによる自動文字起こし結果をそのまま掲載しています。 

発言者による確認はしていません。 

※２ 時間は会議開始からの経過時間を示します。 

1:18:49 鳥羽感度解析ケースがありますのでそれぞれの結果をどう扱ってどう

判定するのかっていう我々の考えを書いてますんで、基本ケースで獲ら

れた結果については、 

1:19:01 その不確定性を含めた値が、 

1:19:06 2.98、ちょっと余計なこと書いてますけども、0.98 以下であることを確認

する。 

1:19:15 いうのがまず一つのアクション。 

1:19:17 もう二つ目が、感度解析ケースについては、 

1:19:24 基本ケースと同様にっていうこれは余計なんですねおそらく、感度解析

ケースにおいても、中性子最適減速状態が発現しない。 

1:19:38 こと。 

1:19:39 この二つが判定基準かなと思ってます。 

1:19:46 後半の沖積佐治原子力発電しないっていうのは今船津イコール後でち

ょっと補足で書いてますけども特異な傾向がないっていうことと同じ意味

なんですけども、 

1:19:56 この特異な傾向がないっていうのはあまり回ってもなくてもいい、一緒か

なっていう気はしてますけども今書いてますと、そういうところなんです

規制庁スズキですと評価結果の 1 段落目の書き方が間違ってるとこで

すね。 

1:20:11 判定基準に行って出して判定基準が、を満たしてるかどうかを一つずつ

確認していくということにおいては判定基準と同じ順番で書いてないとい

けないはずなんですけど。 

1:20:23 そう書いてないですよね。 

1:20:28 少々お待ちください 

1:21:09 関西電力の富樫でございます。ありがとうございます。あと、先ほど言っ

ていただいたのは書き方か基準として、順番違うんじゃないですかとい

うご指摘いただいたかなと思うんで思うので、 

1:21:21 ｂポツの評価結果の順番なので、具体的に言うと、 

1:21:28 まず、基本ケース及び感度解析係数 2 の全ケースについて、 

1:21:38 実効増ば、純水冠水状態から推定カーしていって実効増倍率が減少し

て、 

1:21:44 純水冠水、 

1:21:47 状態が最大となったと。 

1:21:49 だからそういった、まずは基本ケースと感度ケースの全ケースにおいて 

1:21:55 最大となる。 



※１ 音声認識ソフトによる自動文字起こし結果をそのまま掲載しています。 

発言者による確認はしていません。 
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1:22:00 最大となる点ですかね、を確認。 

1:22:05 すると。 

1:22:06 で、それに、 

1:22:10 不確定性を考慮しても、実効増倍率が 0.98 以下である。 

1:22:17 ということを確認するという、そういうような流れで、文章を記載するよう

なイメージなのかなと思ったんすけどそんな理解でしょうか。はい規制

庁そうですね評価結果に書いてあるか、説明の仕方の方が、 

1:22:34 実際にやってることに準じているような気がするので、 

1:22:39 判定基準もそういうふうに書かれた方が、 

1:22:42 判定基準と評価の結果って、裏返しになるので、同じように書いてない

とよくわからないで、かつ、今回はその不確定性を、どんなものを積む

かっていうところを 

1:22:55 評価結果の 2 段落目以降のところにさっき言った計算コードの不確定

性の話が、200 ミリから完遂で一律に評価できるものです。 

1:23:05 それから、事故、製作公差の不確定性については、 

1:23:09 1000ｍｍから冠水までのところで、どれとっても同じになるので、冠水の

ところのやつを取ってきました。で、ちなみに、 

1:23:22 さっき 200ｍｍの話再検討されるってことだったんで 200ｍｍの製作公

差の不確定性ってのは、そんな増えるもんじゃないんですよってことが、 

1:23:31 書いてあればそれで一通りの評価基準表、評価結果になると思うので、

そういう流れで書いてあるのが一番、 

1:23:38 素直なのかなっていうふうに思いますけれどもってことです。 

1:23:48 関西電力の富樫でございます。ありがとうございます。そのように文章

を見直したいと思います。 

1:23:55 はい。規制庁鈴木です。前半の方は、いろいろ、 

1:24:01 議論が白熱しましたけども、同じ認識であるということは理解できました

ので、 

1:24:07 資料の方は、直せるところは直していただいて、 

1:24:13 審査会合で、 

1:24:16 す。 

1:24:17 宿題がないように、 

1:24:19 しっかり説明してまだ結果が出ないところについては予定としてこういう

ことをやるつもりですってところが説明できるような資料になっていれば

いいかと思いますので、 
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※２ 時間は会議開始からの経過時間を示します。 

1:24:30 その辺のところは対応をお願いしたいと思います。規制庁側から他に確

認するところは大丈夫ですか。はい。 

1:24:40 こちら側から、今日確認したいところは以上ですけれども関西電力か

ら、今後のスケジュール以外で、内容について、 

1:24:49 確認しておきたいところが、他にありますでしょうか。 

1:25:03 関西営業部富樫でございます。こちらからは特にございません。 

1:25:07 はい。規制庁鈴木です。ありがとうございます。では 

1:25:11 審査会合までに向けてのスケジュールですけど、 

1:25:17 すでにお伝えしている通り、6 月 20 日の 

1:25:20 今 10 時半からスタートという予定でいます。 

1:25:26 それで 

1:25:29 等を資料の修正されて、 

1:25:33 出していただくタイミングなんですけれども、 

1:25:38 可能であれば、来週の火曜日までに修正版がいただけると。 

1:25:46 町内の方の説明の、 

1:25:48 スムーズさが上がるかなあというふうには思いますけれども、いかがで

しょうか。 

1:26:01 関西電力富樫でございます。承知いたしました。6 月 13 日までというと

ころで、資料提出させていただきたいと思います。 

1:26:09 原子炉規制庁鈴木です。わかりました。スケジュール感については大体

そんなところですけれども、 

1:26:16 今、 

1:26:19 申請書の記載として、まだ 

1:26:23 明確に内容について、 

1:26:26 確認できていないところは、先ほど言ってた。 

1:26:31 適応妥当性確認解析コードの説明資料ですね、これの、 

1:26:37 別紙 1－3 の最後の注ポツのところ、 

1:26:42 ここがどのように書かれるかですけれども、 

1:26:49 審査会合の中で、今回の申請の、 

1:26:55 用途、適用範囲が、 

1:26:58 明確になって、その範囲でベンチマークの確認してますよっていう。 

1:27:05 意味であれば、 

1:27:09 今の文章で読めなくもないかなっていう気はするんだけど、 

1:27:14 ちょっと読む人によっては拡大解釈されそうな気がするので、 

1:27:21 私個人的にはもう少しここを 
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1:27:25 あまりこう拡大解釈されないような記載に、 

1:27:30 適正化していただいた方がいいのかなというふうには思っているんです

けど。 

1:27:35 その辺のところ、 

1:27:38 今日の時点では答えは出ないと思いますのでちょっと、 

1:27:42 考えていただいて、場合によっては、 

1:27:47 一発で補正を終わらせるためには、その辺のところをもう少し、 

1:27:51 確認してから、審査会合の後にも補正っていう、 

1:27:56 ので申し、さっき解析結果間に合わないっていう、解析結果のところが、 

1:28:03 追加があるって言いましたけどそれは申請関係ないところですけれど

も、 

1:28:10 全体的に考えると、審査会合までに補正を出すっていうところは、 

1:28:17 一発で終わるという可能性がちょっとないのかなっていうふうに思うの

で、少し考えていただいた方がいいかなというふうには思いますけどい

かがですかね。 

1:29:17 関西電力の富樫でございます。本日のヒアリングでいただいたご意見

等も踏まえまして、補正の時期についてはちょっと検討させていただき

たいと思います。 

1:29:30 関西電力の福原です。すいません続けてさっきの別紙 1－3 というペー

ジの最後の 1 ポツ、 

1:29:38 修正するんですけども、ここは、この中に 100 ミリとか 1000 ミリとか安

静とかっていうそういう情報を書き出しながら書くっていうもんではない

かなと思ってるんですけど、日置さんもそのイメージですよね。 

1:29:51 規制庁鈴木です。それは同じイメージなんですけど今の書き方だと、 

1:29:58 妥当性確認の範囲内で、今回の申請がなされていますっていうところ

が、 

1:30:05 妥当性確認の範囲って言ってるのはあくまでも水の話だけであって、今

回の用途適用範囲って、申請の用途適用範囲っていう、 

1:30:16 てるのは、水の密度等も関連してくるので、これ一対一じゃないはずな

んですね。 

1:30:23 なのでこの文章だけで言うと、水の話だけ。 

1:30:27 或いはＥＡＬＦだけの話だけみたいにとらえられちゃうので、勘違いして、 

1:30:34 勝手に使っちゃう人がいると嫌だなっていうふうに私は思ってるってこと

です。 
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1:30:40 関西電力の福原です。具体的な数字を出すイメージじゃないということ

は共有できたと思いますその一方で、先ほどもともと本編のヒアリング

の中でご質問あったように、 

1:30:52 ここで言う適用範囲とか妥当性範囲ってどっからどこまでのことだと思っ

てるんですかっていう、そういうやりとりが発生したようにそういうやりと

りが、この読者に対して発生しないようなちゃんと一時的な意味を与え

るような文章で書いてくださいっていうことですよね。 

1:31:09 はい規制庁スズキその通りです。 

1:31:11 はい、了解です。はい。ちょっと補正の話につきましては関西電力等の

方針が、 

1:31:19 決まったら、どういう方針かということだけでも、東京支社としてお伝えし

ていただけますか。 

1:31:28 関西電力の高橋です。承知いたしました。はい。よろしくお願いします。

本日は以上んなりますけれども、 

1:31:36 他関西電力よろしいですか、東京支社もよろしいですか。 

1:31:43 はい。東京サカイの時にございません。 

1:31:46 はい、ありがとうございます事業本部もよろしいですか。 

1:31:49 関西連合トガシ説特にございません。はい、ありがとうございます。では

これでヒアリングを終わります。ありがとうございました。 

1:31:57 どうもありがとうございました。 

 


